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平成 24 年 12 月 12 日 
各      位 

会 社 名 扶 桑 電 通 株 式 会 社

代表者名 代表取締役社長 児 玉 栄 次

(コード： ７５０５    東証第二部) 

問合せ先 取締役執行役員
管 理 本 部 長 

星 野 博 直

(TEL． ０３－３５４４－７２１１) 

 

当社支店における不適切な取引等に関する調査結果について 

 

 平成 24 年 11 月 19 日付「平成 24 年 9 月期決算短信の発表日の変更（遅延）及びその理由に関するお知ら

せ」にてお知らせしたとおり、当社地方支店の取引先甲社（以下、「甲社」といいます。）から持ち込まれた

マンション設備機器取引において、一部実態のない架空取引が行われていたこと等が判明し、社外監査役（弁

護士）を含めた社内調査委員会（以下、「調査委員会」といいます。）において実態解明を進めてまいりまし

た。これに関し、平成 24 年 12 月 3 日に調査委員会から調査結果の報告を受け、その後内容を精査の上今後

の対応及び再発防止策等について検討をしてまいりました。本日取締役会において、調査委員会の報告を真

摯に受け止め、今後の対応についてその内容のとおりに行うことを決定いたしましたので、下記のとおりご

報告申し上げます。 

 株主及び取引先の皆様をはじめ、関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をお掛けいたしますことを

深くお詫び申し上げます。 

 

記 

１．調査の経緯と当社の対応 

平成 18 年より甲社からの、特にマンション関連の住宅設備機器受注取引の増大に伴い、平成 23 年以降売

掛債権の増額及び長期化が顕著となっていました。そのため内部監査において仕掛品の在庫確認を実施しま

したが不明確な状況も見受けられたため、監査室は平成 24 年 7 月に当該支店及び甲社他関係者へのヒアリン

グを実施しましたが、不適切取引が行われている確証は得られませんでした。しかしながら、平成 24 年 8

月～9 月に当社決算棚卸のため、監査室が再度仕掛品の在庫確認及び完成物件の取付け確認を実施しました

が、納得できる検証が出来ませんでした。一方、当社会計監査人である有限責任監査法人トーマツから、当

該支店における不適切な会計処理の疑いの報告と社内調査依頼を受けました。そのため本社では、平成 24

年 10 月 4 日に改めて調査チームを立ち上げ、取引の実態解明（不適切取引有無の確認）を行うことになりま

した。 

その結果、調査の進展により不適切取引が行われていることが判明し、またその影響が多大となる可能性

があるため、より慎重な調査を行う必要があるとし、平成 24 年 10 月 23 日に代表取締役社長児玉栄次を委

員長として社外監査役（弁護士）を含めた調査委員会を設置し、本件の事実関係、要因、業績への影響、類
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似取引の有無及び再発防止策等について調査、検討を進めてまいりました。 

 

２．調査委員会の調査結果 

 調査委員会による「調査報告書」の要旨は別紙のとおりです。この報告書の要旨は、調査報告書正本の記

載のうち、個人及び当社の取引先を特定しうる情報並びに一般に開示することが適切でない部分を除外しつ

つ、正本の主旨を損なわない範囲で調査委員会が作成したものです。 

 

３．判明した不適切取引等の概要 

（１）架空取引について 

甲社から持ち込まれたマンション設備機器取引において、平成 22 年 3 月売上分より一部実態のない架空

取引が行われていました。これらの取引は設備機器メーカー乙社（以下、「乙社」といいます。）社員Ｅ氏

の指示により、甲社、乙社代理店である丙社（以下、「丙社」といいます。）、当社の 3 社においてメーカー

の商品供給という商取引を装ったスルー取引が行われ、結果的に資金が循環していることが判明しました。

この架空取引が継続されたため、当社の甲社に対する売掛債権が増大し、回収遅延を招きました。なお、

当社社員は架空取引が行われていることを認識していなかったことから、関与はなかったものと判断して

おります。 

（２）スルー取引について 

本件の背景には、スルー取引の存在があると判断されたため、甲社に係わる他の取引の調査及び全社ベ

ースにおいて類似する取引の有無について調査した結果、本件以外にも甲社の他の取引及び他の営業所に

おいて、平成 18 年頃からこうしたスルー取引が行われており、その会計処理が適切でなかったことが判明

いたしました。 

※スルー取引： 

当社が仕入先と販売先の間を仲介する取引の内、当社の役務提供が営業支援行為に限定されるもの。エ

ンドユーザーへの営業支援行為を行うが、価格変動リスクや瑕疵担保責任を負わない。 

 

４．類似取引の有無 

全社員に対する緊急アンケート調査及びデータベースから抽出した類似するスルー取引の有無について調

査した結果、一部スルー取引と思われる取引が判明しましたが、架空取引に該当するような不適切な取引の

存在は確認されませんでした。 

 

５．要因 

本件は一連の取引を指示していた乙社社員Ｅ氏の証言が一部明確でなく、他の関与者の有無及びその動機、

目的について不明な点があります。調査委員会の調査においては当社社員の不正への関与はないと判断して

おりますが、内部統制上の不備、コンプライアンス意識の点で問題があったと考えております。詳細につい

ては添付資料「調査報告書」の【５】要因分析２．機会（内部統制の不備）、３．正当化（コンプライアンス

意識）に記載のとおりです。 

・内部統制手続について 

・内部監査について 



- 3 - 

・企業倫理ヘルプライン窓口制度 

・業績管理制度について 

  ・コンプライアンス意識 

  ・当社経営理念、倫理憲章の理解 

６．再発防止策 

（１）内部統制の強化 

  本件架空取引についてはスルー取引が発端であり、その際の商流の確認や契約書等の取り交し、商品の

確認や現場調査等の手続が明確でなかったため、これらの確認が疎かになっておりました。また、甲社に

対する取引額および売掛残高が急増していたにも係わらず、その管理・報告手続が明確でなく徹底されて

いなかったことが、不適切取引が看過され、発見が遅れた原因であると考えております。よって職務権限

規程、販売管理規程、販売管理マニュアル、与信管理マニュアル等の見直し、並びに不適切取引が疑われ

る取引のモニタリング制度や内部監査態勢の強化を実施します。 

  ・スルー取引の定義の確認と適切な会計処理の徹底 

  ・役職者自身が取引先を担当している場合の決裁権限の見直し 

  ・与信管理及び支払遅延時の報告、管理手続の見直し・徹底 

  ・モニタリング制度を活用した不適切な取引の未然防止と与信管理強化 

  ・不正あるいは不適切な取引の発見あるいは未然防止にフォーカスをあてた内部監査制度の構築 

（２）コンプライアンス意識の向上 

スルー取引は不適切取引等の温床となりやすい取引でありますが、本件については取引の急激な増加や

取引の不自然さについて営業担当者として容易に疑問を感じ、また防止できた（少なくとも早期発見はで

きた）と考えられます。全社員に対する適切な取引についての再確認とコンプライアンス意識向上のため

の施策を行います。 

・コンプライアンス研修の実施（役員、役職者、一般社員等階層別の実施） 

・企業倫理ヘルプラインへの更なる周知徹底と通報の促進（コンプライアンス上問題と思われる取引等

についての通報） 

・当社経営理念、倫理憲章の再確認とコンプライアンスを遵守した営業活動の徹底 

（３）再発防止プロジェクトの立ち上げ 

当社においては今回の事案を重大に受け止め、取締役をリーダーとしたプロジェクトチームを立ち上げ、

徹底した再発防止に取り組む方針です。 

①名称 

・再発防止プロジェクト（仮称） 

②メンバー 

・取締役をリーダーとし、監査室等を含め数人を選出する。 

③活動期間 

・平成 25 年 1 月から平成 25 年 6 月までの半年間とする。 

④活動内容 

・各店所社員に対する経営理念・企業倫理、行動規範の徹底等によるコンプライアンス意識の向上 
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    ・社員のコンプライアンス意識確認のための、社員意識調査の実施 

・不適切取引の防止を意識した、各種規程やマニュアルの整備とモニタリング制度の確立 

 

７．業績への影響 

 判明した不適切取引及びスルー取引の事実を反映させた影響額は別紙「訂正による過年度業績への影響」

のとおりです。 

調査の結果、平成 19 年 9 月期から平成 23 年 9 月期の各事業年度及び平成 24 年度の第 1～第 3 四半期決

算において売上高、営業利益、経常利益等の影響度が大きいと判断されることから、各四半期報告書の訂正

を行うこととしました。 

 前述訂正による経常利益の影響額の累計は 297 百万円となり、加えて平成 24 年 9 月期第 4 四半期に属す

る影響額が 308 百万円と認定されているため、調査報告書における累計影響額としては 605 百万円となりま

す。 

 

８．今後の対応及びスケジュール 

甲社等との架空取引により生じた当社売掛金、買掛金等の精算については、関係する 4 社（甲社、乙社、

丙社、当社）の本取引の認識及び見解を相互に明らかにするべく、まず話し合いにより解決を図る予定です

が、解決に至らない場合は顧問弁護士等の見解を参考にし、法的手段による対応を行います。また、当社は

報告書の内容を真摯に受け止め、再発防止策を速やかに実施するとともに、責任の所在に応じて社内規程に

則った処分を行います。 

「調査報告書」にて記載された過年度における有価証券報告書等並びに決算短信等の訂正につきましては、

過年度通期については同日付で公表し、四半期については速やかに公表を行います。 

 

 

《添付資料：「訂正による過年度業績への影響」、「調査報告書」》 

 

 

以上 
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別紙  《訂正による過年度業績への影響》                     （単位：百万円） 

期 項目 訂正前 訂正後 影響額

売上高 22,859 22,826 △ 33 

営業利益 602 602 - 

経常利益 838 838 - 

中間純利益 599 599 - 

総資産 27,975 27,975 - 

平成 19 年 9 月期 

半期累計 

純資産 6,316 6,316 - 

売上高 40,244 40,176 △ 68 

営業利益 275 275 - 

経常利益 728 728 - 

当期純利益 674 674 - 

総資産 24,597 24,597 - 

平成 19 年 9 月期 

通期 

純資産 6,288 6,288 - 

売上高 23,700 23,661 △ 38 

営業利益 543 543 - 

経常利益 630 630 - 

中間純利益 406 406 - 

総資産 26,437 26,437 .- 

平成 20 年 9 月期 

半期累計 

純資産 6,500 6,500 - 

売上高 42,677 42,603 △ 74 

営業利益 356 356 - 

経常利益 551 551 - 

当期純利益 906 906 - 

総資産 24,794 24,794 - 

平成 20 年 9 月期 

通期 

純資産 6,817 6,817 - 

売上高 22,556 22,355 △ 200 

営業利益 505 505 - 

経常利益 566 566 - 

四半期純利益 153 153 - 

総資産 25,701 25,701 - 

平成 21 年 9 月期 

第 2 四半期累計 

純資産 6,577 6,577 - 

売上高 28,425 28,125 △ 300 

営業利益 △ 123 △ 123 - 

経常利益 △ 31 △ 31 - 

四半期純利益 △ 34 △ 34 - 

総資産 21,444 21,393 △ 51 

平成 21 年 9 月期 

第 3 四半期累計 

純資産 6,423 6,423 - 

売上高 37,970 37,532 △ 437 

営業利益 △ 57 △ 57 - 

経常利益 60 60 - 

当期純利益 △ 88 △ 88 - 

総資産 22,592 22,575 △ 17 

平成 21 年 9 月期 

通期 

純資産 6,389 6,389 - 
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期 項目 訂正前 訂正後 影響額

売上高 6,632 6,473 △ 158 

営業利益 △ 484 △ 484 - 

経常利益 △ 492 △ 492 - 

四半期純利益 △ 313 △ 313 - 

総資産 22,897 22,886 △ 10 

平成 22 年 9 月期 

第 1 四半期累計 

純資産 6,044 6,044 - 

売上高 20,191 19,806 △ 384 

営業利益 180 178 △ 1 

経常利益 224 222 △ 1 

四半期純利益 89 88 △ 1 

総資産 25,317 25,298 △ 18 

平成 22 年 9 月期 

第 2 四半期累計 

純資産 6,499 6,497 △ 1 

売上高 26,477 25,988 △ 489 

営業利益 △ 434 △ 440 △ 6 

経常利益 △ 374 △ 380 △ 6 

四半期純利益 △ 270 △ 276 △ 6 

総資産 22,759 22,717 △ 42 

平成 22 年 9 月期 

第 3 四半期累計 

純資産 5,935 5,929 △ 6 

売上高 37,150 36,576 △ 574 

営業利益 △ 76 △ 86 △ 10 

経常利益 32 26 △ 5 

当期純利益 △ 59 △ 64 △ 5 

総資産 23,837 23,820 △ 16 

平成 22 年 9 月期 

通期 

純資産 6,208 6,202 △ 5 

売上高 6,923 6,846 △ 76 

営業利益 △ 541 △ 544 △ 3 

経常利益 △ 542 △ 554 △ 12 

四半期純利益 △ 352 △ 364 △ 12 

総資産 23,834 23,777 △ 57 

平成 23 年 9 月期 

第 1 四半期累計 

純資産 5,737 5,719 △ 18 

売上高 22,015 21,859 △ 155 

営業利益 342 334 △ 8 

経常利益 344 323 △ 20 

四半期純利益 38 17 △ 20 

総資産 27,636 27,542 △ 94 

平成 23 年 9 月期 

第 2 四半期累計 

純資産 6,238 6,211 △ 26 

売上高 29,363 29,089 △ 273 

営業利益 △ 110 △ 125 △ 14 

経常利益 △ 98 △ 144 △ 46 

四半期純利益 △ 264 △ 310 △ 46 

総資産 22,731 22,604 △ 127 

平成 23 年 9 月期 

第 3 四半期累計 

純資産 5,914 5,862 △ 52 

売上高 41,106 40,516 △ 590 

営業利益 330 308 △ 22 

経常利益 320 244 △ 75 

当期純利益 △ 337 △ 413 △ 75 

総資産 24,177 24,001 △ 175 

平成 23 年 9 月期 

通期 

純資産 5,523 5,441 △ 81 
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期 項目 訂正前 訂正後 影響額

売上高 7,216 7,115 △ 100 

営業利益 △ 296 △ 303 △ 7 

経常利益 △ 286 △ 331 △ 45 

四半期純利益 △ 423 △ 469 △ 45 

総資産 21,451 21,269 △ 181 

平成 24 年 9 月期 

第 1 四半期累計 

純資産 5,047 4,919 △ 127 

売上高 22,167 21,813 △ 354 

営業利益 883 869 △ 13 

経常利益 906 848 △ 57 

四半期純利益 506 449 △ 57 

総資産 26,963 26,696 △ 267 

平成 24 年 9 月期 

第 2 四半期累計 

純資産 6,132 5,993 △ 139 

売上高 28,970 28,358 △ 612 

営業利益 487 462 △ 24 

経常利益 525 310 △ 215 

四半期純利益 36 △ 179 △ 215 

総資産 22,166 21,776 △ 390 

平成 24 年 9 月期 

第 3 四半期累計 

純資産 5,504 5,207 △ 297 
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平成 24 年 12 月 3 日 
 
取締役会 御中 
監査役会 御中 
  

社内調査委員会 
 

調査報告書 

 
 当社監査室による内部監査結果及び有限責任監査法人トーマツ殿からの調査依頼を受けて、平

成 24 年 10 月 2 日に社長より地方支店取引先である弱電設備業者甲社（以下、「甲社」といいま

す。）との取引における「不適切取引有無の調査指示」が発せられました。その後の調査進展によ

り不適切取引の存在が明らかになったことにより、平成 24 年 10 月 16 日に社長より改めて発せ

られた「不適切取引の事実確認と会計処理への影響度合い等の調査指示」に基づき、当社におい

て平成 18 年 10 月 1 日から平成 24 年 9 月 30 日までの間に行われていた不適切な取引及び会計

処理（以下それぞれ「本件取引」及び「本件会計処理」といい、総称して「本件処理」といいま

す。）に関して、社内調査委員会（以下、「調査委員会」といいます。）が行った調査（以下、「本

調査」といいます。）の結果について、下記のとおりご報告いたします。 
 
 本件の主たる取引の類型は、甲社等を介在したマンション及びその他の弱電設備機器に係わる

架空取引であり、当社はそれらの取引の実態に気が付かず巻き込まれていたという事案でありま

す。取引を指示していた住宅設備機器メーカー乙社（以下、「乙社」といいます。）Ｅ社員の明確

な証言が得られていないことから、他の関与者の有無及びその動機、目的等については一部不明

な点がありますが、本調査においては、当社社員の不正への関与はないと判断しております。し

かしながら、当該支店における内部統制としての職務権限、部門間牽制、報告・承認が有効にな

されていなかったこと、並びに商売の基本である商品、現場の確認について疎漏があったことは

十分に反省すべきと考えます。調査委員会では不適切取引の概要、その金額等についての事実確

認並びに全社ベースでの類似する不適切取引の有無、及び会計処理への影響度について調査いた

しました。また、内部統制上の問題点を検証した上での是正措置について検討を行いました。こ

れらが完了したことから平成 24 年 11 月 27 日をもって調査委員会の調査を終了し調査報告書と

して取りまとめました。 
 

 本件のような実態を把握していない取引が繰り返し行われており、しかも取引金額が急激に増

加したにも係わらず疑問を持たずに見過ごされたことは誠に遺憾であります。今回全社員に対す

るアンケートを実施し、スルー取引の有無、現物・現場を確認していない取引、取引高が急激に

増加した取引等について回答を求め調査を実施しました。 
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【１】 エグゼクティブサマリー 
当社地方支店取引先である弱電設備業者甲社においては、近年マンション関連の住宅設備機

器受注取引の増大に伴い、売掛債権の増加及び長期化が顕著となっていた。そこで当社監査室

において取引状況の実態調査を進めていたが不適切取引の疑義が生じ、一方、当社会計監査人

である有限責任監査法人トーマツ殿から当該支店における不適切な会計処理の疑いの報告と社

内調査の依頼を受けた。そのため、当社では社内調査チーム（以下、「調査チーム」といいます。）

を発足させ更に調査を進めたところ、通常のマンション関連取引に紛れて架空取引が行われて

いることが判明した。本件の影響が多大となる可能性があり、より慎重な調査が必要であると

考えられるため、社外監査役（弁護士）を含めた調査委員会を設置し調査を行った。調査の進

展に伴い、甲社の業況の把握及びすべての取引を調査した結果、甲社に対する売掛金全体に対

して回収に疑念が生じる事態となっていることが判明した。また、調査の過程において、マン

ション案件以外の取引においても平成 18 年頃からスルー取引が行われており、その会計処理

が適切ではなかった。 
不適切取引の主たる類型である甲社、乙社代理店である丙社（以下、「丙社」といいます。）、

当社による架空取引については、それらの取引を指示していた住宅設備機器メーカー乙社Ｅ社

員の明確な証言が得られていないことから、他の関与者の有無及びその動機、目的について一

部不明な点があるが、関係者の証言や現地調査、各種エビデンス等の調査により事実確認を行

った。また、網羅性の検証において全社員に対する緊急アンケートの実施、及びデータベース

からの抽出により本件に類似した取引の有無について検証した。本調査においては、当社社員

の不正への関与はないと判断しているが、このような不適切取引が未然防止あるいは早期発見

できなかったことについて、内部統制上の問題点の検証やコンプライアンス意識等の要因分析、

及び今後の是正措置についての検討を実施した。 
  これら一連の不適切取引の概要、その金額等についての事実確認が完了し、会計処理への影

響度についても確定したため、平成 24 年 11 月 27 日をもって調査委員会及び調査チームの調

査を終了した。調査の結果判明した不適切取引等の事実を反映させたことによる損益計算書に

与える影響額は以下のとおりである。 
≪損益計算書に与える影響額≫              （単位：百万円） 

  平成 19 年度 平成 20 年度

  スルー取引 不適切取引 計 スルー取引 不適切取引 計 

売上高 △68 - △68 △74 - △74 

売上原価 △68 - △68 △74 - △74 

売上総利益 - - - - - - 

販管費 - - - - - - 

営業利益         -        -      -      -        - 

営業外収益 - - - - - - 

営業外費用 - - - - - - 

経常利益 - - - - - - 

税引前利益 - - - - - - 

当期利益 - - - - - - 

 
  平成 21 年度 平成 22 年度

  スルー取引 不適切取引 計 スルー取引 不適切取引 計 

売上高 △437 - △437 △401 △173 △574 

売上原価 △437 - △437 △401 △163 △564 

売上総利益 - - - - △10 △10 

販管費 - - - -       - - 

営業利益         -        -      - △10 △10 

営業外収益 - - - - 4 4 

営業外費用 - - - -       - - 

経常利益 - - - - △5 △5 

税引前利益 - - - △5 △5 

当期利益 - - - - △5 △5 
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  平成 23 年度 平成 24 年度

   スルー取引 不適切取引 計 スルー取引 不適切取引 計 

売上高 △247 △342 △590 △294 △521 △815 

売上原価 △247 △320 △568 △294 △486 △781 

売上総利益 - △22 △22 - △34 △34 

販管費 -        - - - 126 126 

営業利益      - △22 △22      - △160 △160 

営業外収益 - 12 12 - 26 26 

営業外費用 - 65 65 - 389 389 

経常利益 - △75 △75 - △523 △523 

税引前利益 - △75 △75 - △523 △523 

当期利益 - △75 △75 - △523 △523 

 
本調査報告書における用語の定義については以下のとおりである。 
・「不適切な取引」 

以下の内容の取引を総称したもの 
①架空取引：取引の実体がないにもかかわらず、取引を行ったように見せかけて、不正に

売上を計上したり資金繰りを行ったりすること。循環取引、Ｕターン取引等の方法があ

る。また、実在しない架空案件に基づく発注を架空発注と呼ぶ。 
②循環取引：商品を実際には動かさずに伝票上だけで売買し、複数の企業間で転売してい

くこと。容易に売上と仕入れを計上できる一方、この循環取引を継続すればするほど管

理コスト、マージン分が損失となり、その補填のため循環取引が拡大していく。 
③Ｕターン取引：自社が取引の起点となり、他社をスルー取引で経由して、 終的に自社

に商品（受注）が戻る取引。 
・「書類取引」 

   仲介取引の一部で商品は仕入先（メーカー等）から販売先（納入先）へ直送される取引。

営業行為、営業支援行為や仕入先の選定、価格交渉、納入先での据付等が当社の主な役務

提供である。例えばメーカーの代理店である等の取引に介在し価格変動リスクを負う合理

的な理由があり、また納入先に対して商品の瑕疵担保責任を負う取引。 

  ・「スルー取引」 

仕入先と販売先の間を仲介する「書類取引」の内、当社の役務提供が営業支援行為に限定

されるもの。エンドユーザーへの営業支援行為を行うが、価格変動リスクや瑕疵担保責任

を負わない。 

 
【２】 前提事項と背後情報 
１． 甲社との取引経緯 

（１）取引を開始した経緯 
    昭和 50 年頃、Ｏ氏（当社元支店長、平成 20 年 12 月まで勤務）がゼネコンへの営業活

動をしていたときに、同様に営業していたＣ社長と知り合った。当初は弱電設備業者とし

て、元請から受注した弱電設備全般の内、通信工事及び電話交換機を主として取引を行っ

ていた。その後Ｃ社長の営業力により、弱電サブコンとして力をつけてきた。 
（２）新築マンションへの弱電設備機器（物販）取引を開始した経緯 

平成 18 年頃から、新築マンションへの住宅設備機器拡販を目的として、商流の上位で

ある建築設計会社に対し住宅設備機器メーカーである乙社と同行し、プレゼンや仕様書作

成、フロア設置図面、予算見積書作成等営業活動を行っていた。しかし、設計紐付き案件

（乙社製品→扶桑電通㈱）は当社へ引合いがあるものの、それ以外の設計会社が独自に乙

社製品を採択した場合や、仕様・機能面の理由から元請やサブコンが乙社製品を採用する

場合は当社引合いとはならないため、乙社Ｅ社員から、マンション設備等の受注について

一緒に行いたいと呼びかけがあり、当時サブコンとして取引があった甲社の下に当社がは

いり、乙社製品を甲社へ納入するスキームを持ちかけられた。このスキームについて、甲
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社に対し、当社Ｋ社員と乙社Ｅ社員が同行し、乙社製品取扱いにおける扶桑電通㈱経由の

商流提案について了承された。また、乙社製品の仕入れについては、これも乙社Ｅ社員よ

り代理店である丙社Ｇ社員を紹介され、サブコン→甲社→扶桑電通㈱→丙社→乙社のスキ

ームとなった。 
（３）マンション案件取引の流れ 

①乙社、甲社、扶桑電通㈱、丙社スキームにより、新築マンションの乙社製品は、全て甲

社がサブコンから受注し、扶桑電通㈱へ発注となり丙社経由で納入される。 
   ②上記スキームで当初は己社経由で乙社製品を仕入れていたが、より安く仕切れるとのこ

とで乙社Ｅ社員から丙社を紹介され（平成 18 年 10 月頃）、現在に至っている。 
   ③受注は、甲社が元請から受注（案件発生時に、乙社へのメーカー見積り照会等で、丙社

を除く関係 3 社は情報把握済み）した内から、乙社製品分が扶桑電通㈱へ発注となり、

概略の工事スケジュールを基に、当初は扶桑電通㈱から乙社への納入指示が行われ、現

在は乙社Ｅ社員から納入指示がされていた。 
   ④品物の流れは、乙社の出荷後、丙社へ通知され、丙社から扶桑電通㈱へ出荷報告（ＦＡ

Ｘ）がされる。それを受けて扶桑電通㈱が甲社と乙社へ口頭で納入確認を行った後に、

発注～仕入の伝票処理を行っている。 
   ⑤扶桑電通㈱が納入した乙社製品の取付工事は、甲社の子会社である 2 社が主に作業を行

っている。 
 
２． 不適切取引発覚の経緯と発覚後の対応 
（１）発覚の経緯 

平成 18年より甲社からの、特にマンション関連の住宅設備機器受注取引の増大に伴い、

平成 23 年以降売掛債権の増額及び長期化が顕著となっていた。そのため内部監査におい

て仕掛品の在庫確認を実施したが不明確な状況も見受けられたため、監査室は平成 24 年 7
月～8 月に当社窓口である当該支店及び甲社他関係者へのヒアリングを実施したが、不適

切取引が行われている確証は得られなかった。 
平成 24 年 8 月～9 月に当社決算棚卸のため、監査室が再度仕掛品の在庫確認及び完成物

件の取付け確認を実施したが、納得できる検証が出来なかった。一方、当社会計監査人で

ある有限責任監査法人トーマツ殿から当該支店における不適切な会計処理の疑いの報告

と社内調査の依頼を受けた。そのため本社では、平成 24 年 10 月 4 日に調査チームを立ち

上げ、取引の実態解明（不適切取引有無の確認）を行うこととなった。 
その後、受注したマンションに乙社製品が使用されていない物件が複数存在することが

判明した。この経緯について甲社に問い合わせたが、他の部分は乙社製品を受注している

場合があるとの回答であったが、平成 24 年 10 月 11 日に乙社Ｅ社員の上司に面談で確認

したところ、乙社製品を出荷していないとの回答があり、架空案件の存在が濃厚となった。

乙社の回答を踏まえ、同日甲社に問い質すと、Ｔ社マンションについては架空案件の発注

であることを認めた。（実際は他社製品の仕様であるが、乙社製品で受注したものとして

扶桑電通㈱に架空発注した。）その後更に甲社にヒアリングしたところ、マンション案件

についてはＴ社マンション以外にも多数の架空案件があることが判明した。 
（２）発覚後の対応（一部発覚前の対応を含む） 
   本件については、取締役管理本部長の指示のもと、速やかに以下のように対応している。 

・甲社に対して、マンション関連設備案件等の受注中止を通知。（平成 24 年 9 月 6 日） 
・社長より甲社との取引における「不適切取引有無の調査指示」が発せられる。同日一

部メンバーにより先行調査開始。（平成 24 年 10 月 2 日） 
・調査チーム発足、不適切取引有無の調査開始。（平成 24 年 10 月 4 日） 
・不適切取引の存在が確認されたことから、社長より「不適切取引の事実確認と会計処

理への影響度合いの調査指示」が発せられる。同日調査チームの体制強化。（平成 24
年 10 月 16 日） 
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・全社員に対するアンケート「対外取引に関する緊急調査」実施通達発信。（平成 24 年

10 月 19 日） 
・社外監査役（弁護士）を含めた調査委員会発足。（平成 24 年 10 月 23 日） 
・不適切取引において、当社の支払先である丙社に対して、平成 24 年 11 月 5 日の支払

分について真相解明まで保留する旨を通知。（平成 24 年 10 月 26 日） 
・調査チームの体制再強化と、作業分担について見直し。（平成 24 年 10 月 27 日） 

（３）調査過程においてあらたに発覚したスルー取引について 
初動調査を踏まえ、当初は甲社からの受注案件で、当社が丙社から乙社製品を仕入れた

案件を調査の主体としていたが、甲社との全取引を検証したところ、丁社及び戊社から仕

入れた案件についてもスルー取引があることが判明した。 
 
３． 調査チーム概要 
（１）調査チーム体制 
   事実関係の究明と、財務諸表への影響等の調査のため、調査チームを発足した。 
  平成 24 年 10 月 27 日体制強化後のメンバーは以下のとおりである。 
     総責任者    取締役管理本部長        星野博直 
     調査担当者                   （以下省略） 
 
（２）役割・作業分担 
     ・調査全般管理、調査報告書        コンプライアンス推進室 
     ・関係当事者インタビュー対応           〃 
     ・書類調査、対象データ解析等       情報システム部、経理部 
     ・内部統制報告書             監査室 
     ・全社員アンケート調査          監査室 
     ・ＰＣデータ（フアイル、メール）調査   情報システム部 
     ・過年度影響額調査            経理部 
      
（３）調査委員会の発足 
   調査チームによる調査の進展により、本件の影響が多大となる可能性があり、また現時

点において首謀者と思われる人物の証言が一部不明確であり、他の関与者の有無及びその

目的、動機について、より慎重な調査が必要であると考えられるため、社長は平成 24 年

10 月 23 日に社外監査役（弁護士）を含めた調査委員会の設置を指示した。メンバーは以

下のとおりである。 
委員長     代表取締役社長         児玉栄次 

     副委員長    取締役管理本部長        星野博直 
委員      社外監査役 弁護士       渡辺 孝 
〃       コンプライアンス推進室長    （以下省略） 

     〃       コンプライアンス推進室部長    
     〃       監査室長             
     〃       監査室長代理           
     〃       監査室次長            
     〃       経理部長             
     〃       情報システム部部長代理      
 

４． 調査対象組織の概要 
  本件の調査目的は、甲社との取引における不適切取引の有無であることから、甲社との取引

窓口である当該支店を調査対象とした。 
（１）当該支店における内部統制 



－ 9 － 

規程の整備状況 
・企業倫理憲章・行動規範 
・就業規則 
・職務分掌規程 
・職務権限規程 
・稟議規程 
・予算管理規程 
・販売管理規程 
・購買管理規程 
・外注管理規程 
・販売業務マニュアル 

  ・購買管理マニュアル 
・在庫管理マニュアル 
・与信管理マニュアル 
 

【３】実態調査手続           
１．実施した調査手続 

（１） 初動調査の把握 
監査室が実施した「甲社殿との『新築マンション住宅関連設備機器取引』聞き取り調査

報告書」、及び当該支店Ｋ社員、Ｏ元支店長へのヒアリング等の報告から、甲社から受注

した案件に不適切取引が含まれるのではないかとの概観を把握し、本件取引に関与してい

ると思われる 3 社（甲社、乙社、丙社）を特定した。また、当社において関与が考えられ

る人物として、これらの取引の窓口となっているＫ社員を関係者として特定した。 
初動調査で判明した「甲社→扶桑電通㈱→丙社ルートの不適切取引」と、調査の過程で

判明した「甲社→扶桑電通㈱→丁社・戊社ルートのスルー取引」という二つの類型を軸に、

甲社及び丙社、丁社、戊社との取引内容について調査した。 
（２） インタビュー 

 甲社取引の直接の窓口となっていたＫ社員及び、Ｋ社員の上司Ｑ社員、Ｋ社員の部下で

あり本件に係わる事務処理等を行っていたＬ、Ｍ、Ｎ各社員、甲社→扶桑電通㈱→丙社ス

キームが開始された当時の支店長であったＯ氏、関与していると思われる取引先の窓口で

ある甲社Ａ社員・Ｂ社員、乙㈱Ｅ社員、丙社Ｇ社員を対象とした。また、その後の調査で

判明した甲社→扶桑電通㈱→丁社・戊社スキームに関与している丁社・戊社についても対

象に加えた。 
（３） ＰＣ等の解析 
   本件取引の初動調査により特定したＫ社員及び、その部下でありオーダーシート上名前

が入力されている営業担当者並びに主に入力作業を行った担当者の合計 4 名をＰＣ等の調

査対象者と特定し、対象者が業務上使用していた会社貸与ＰＣ及び共用ファイルサーバに

残存するメール、データを取得し、また過去の削除データにおいても復元作業を実施し、

内容の閲覧及び調査を行った。 
（４） 関係先に対する調査 

甲社→扶桑電通㈱→丙社スキームに関与していると思われる 3 社（甲社、乙社、丙社）

に対しては、項番（２）の対象者の他、彼らの上司並びに経理部門に対してもインタビュ

ー及び資料提出の依頼を行い、協力を得た。 
また、甲社→扶桑電通㈱→丁社・戊社スキームに関与している丁社・戊社に対しても、

インタビューの他資料提出を依頼した。 
（５） 現地調査 

 不適切取引の主たる類型である甲社→扶桑電通㈱→丙社スキームにおいて、調査対象期

間の全マンション案件について実際に商品が設置されているかを検証するため、調査チー
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ムによりマンションの現地調査を行い、現物確認（写真撮影）を実施した。 
（６） その他の網羅的検証              

①全社員に対するアンケートの実施 
全社員に対して緊急アンケート「対外取引に関する緊急調査票」を実施した。全社ベー

スでスルー取引の有無、現物・現場を確認していない取引、取引高が急激に増加した取引

等についての回答を求めた。回答のあったものについては、その取引内容についてヒアリ

ング等の調査を実施して問題のないことを確認した。 
    ②当社データベースからの検証 
    全社ベースにおいて他にスルー取引等が行われていないかを以下の方法で検証した。 

   ・平成 24 年 9 月末における売掛金残高が 50 百万円以上の先 
売掛金残高上位 50 百万円以上（上位 24 社が該当、全体の 45%を網羅）を抽出し、

当社との取引関係、企業規模からみた売掛金残高の整合性、売掛金明細の取引内容

チェックとその商流確認を行った。 
   ・平成 24 年 9 月末における買掛金残高が 30 百万円以上の先 
      買掛金残高上位 30 百万円以上（上位 26 社が該当、全体の 71%を網羅）を抽出し、

上記と同様の確認を行った。 
・平成 24 年度全オーダー（除く保守・サプライ・手数料、リース契約）から 100 万円以

上かつ利益率 5%以上～7%以下の先 

当該取引を抽出し、各取引の証憑類を取寄せ内容を確認した。（利益率 5%未満は本

部長・支店長決裁が必要であり内部統制が機能しているので除外した） 
（７） 関連する調査 
    前項「その他の網羅性の検証」②において、企業規模等から判断して当社との取引金

額が大きい地方営業所の以下の取引先について、企業概要及び当社との取引内容等の調

査を実施した。 
  ・庚社、辛社 

（８） 財務諸表への影響の検証            
    財務諸表への影響を検証するためにまず不適切取引及びスルー取引の特定について以下

の類型に従い調査した。 
   ①甲社→扶桑電通㈱→丙社ルートの不適切取引 
    首謀者と思われる乙社Ｅ社員の証言が一部不明確であるが、その他関係者の証言並びに

証憑類や現地調査の結果に基づき、以下の方法により不適切取引を特定した。 
    ア）甲社から受注したマンション案件で、丙社からの仕入れ 
     該当する取引を抽出（6 年間で 219 件：金額 1,138 百万円、オーダーベース以下同

様）。甲社の証言、調査チームによる現場確認、甲社から入手したサブコンからの注文

書（あるいは見積書）、甲社作成の丙社台帳の確認により資金還流がないこと、の 4
項目について検証した。 

イ）甲社から受注したマンション以外の案件で丙社からの仕入れ 
     該当する取引を抽出（5 年間で 19 件：金額 63 百万円）。甲社の証言、甲社作成の

丙社台帳の確認により資金還流がないこと、サンプリングにより抽出した 12 案件に

ついて甲社から入手したサブコンからの注文書、の 3 項目について検証した。 
②甲社→扶桑電通㈱→丁社・戊社ルートのスルー取引 
ウ）甲社から受注したＣオーダー取引（マンション及びマンション以外）で、丁社から

仕入れたもの及び戊社から仕入れたもの 
該当する取引を抽出（5 年間で丁社 31 件：金額 248 百万円、戊社 30 件：金額 147 百

万円）。本件に関与している甲社及び丁社・戊社にヒアリングを実施した。 
③甲社のその他の取引 
エ）甲社から受注したマンション案件で、丙社、丁社、戊社以外からの仕入れ 

該当する取引を抽出（6 年間で 3 件：金額 17 百万円）。甲社の証言、調査チームに
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よる現場確認、甲社から入手したサブコンからの注文書（あるいは見積書）、の 3 項

目について検証した。 
オ）甲社から受注したマンション以外の案件で丙社、丁社、戊社以外からの仕入れ 

該当する取引を抽出（5 年間で 100 件：金額 179 百万円）。取引金額等から 14 案件

をサンプリング、注文書等の確認をおこなった。 
カ）甲社から受注したＡ・Ｂオーダー取引（売上 100 万円以上） 

      該当する取引を抽出（5 年間で 129 件、金額 702 百万円）。うち丁社・戊社からの

仕入（5 年間で 28 件、金額 281 百万円）について甲社及び丁社・戊社にヒアリング

を実施した。また、丁社・戊社以外から仕入れたもの（5 年間で 101 件：金額 421 百

万円）については証憑類の確認、サンプリングによる注文書等の確認、当社担当者へ

の工事内容のヒアリングを実施した。 
④その他の丙社向け仕入取引 
キ）丙社からの仕入れ取引のうち、売り先が甲社以外のもの 

     該当する取引を抽出（5 年間で 79 件：金額 10 百万円）。100 万円以上のもの（2 件）

について証憑等により内容を確認した。 
⑤項番（7）関連する調査で判明したスルー取引 
ク）辛社から当社が受注した平成 19 年 10 月～平成 24 年 9 月の全取引（平成 20 年度

～平成 24 年度 57 件、2,472 百万円） 

本件に関与している当社営業所社員Ｒ及び庚社、辛社にヒアリング及び証憑類の確

認を実施した。 

※オーダー区分 

         A オーダー：ネットワークエンジニア作業を伴う通信機器、装置の販売 

         B オーダー：ネットワーク構築、ネットワークエンジニア技術支援、工事他の受託作業 

C オーダー：通信機器、装置の単独販売（ネットワークエンジニア作業は含まないもの） 

不適切取引については売上及び仕入れの架空取引であり、また仕掛案件については現在在

庫として計上していることから、売上・売上原価・利益等の修正とともに、在庫の再評価の

方法及び再評価の影響について検討した。またスルー取引については、甲社→扶桑電通㈱→

丁社・戊社スキームについては、取引の一部が甲社へＵターンしていることから、不適切取

引に近いと判断し売上・売上原価・利益等の修正、その他のスルー取引は売上・売上原価の

修正を行った。これらの修正について過年度財務報告及び四半期報告書への影響額の検証を

行い、その妥当性を検討した。また、甲社に対する売掛債権について、その回収可能額につ

いての検証を行った。 
 

２．調査対象期間 
調査対象期間は、関係者のヒアリングにより甲社とのマンション案件取引は受注ベースで

平成 18 年 9 月（売上計上は平成 19 年 2 月）に始まり、その後不適切取引は平成 21 年頃か

ら開始されたと考えられるため、平成 18 年 10 月～平成 24 年 9 月の取引全般とした。 
また、財務諸表の検証は、不適切取引が行われていた平成 19 年 9 月期～平成 24 年 9 月期

とした。 
 

３．調査対象書類、閲覧書類 
（１）関係オーダー情報に関する証憑類 
   ・オーダーシート、発注依頼書、見積報告書、見積書、請求書、注文書・注文請書、納

品書等 
（２）社内規程 

 ・販売管理規程、購買管理規程、外注管理規程、販売業務マニュアル、購買管理マニュ

アル、在庫管理マニュアル、与信管理マニュアル 等 
（３）当社経理データ 
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   ・甲社取引全オーダー（平成 18 年 10 月～平成 24 年 9 月） 
・丙社取引全オーダー（平成 18 年 10 月～平成 24 年 9 月） 

（４）内部監査報告書 
（５）取引先会社概要（甲社、乙社、丙社、丁社、戊社） 
 
４．インタビューの対象者と実施方法 

インタビューは、面談記録【扶桑電通㈱関連】、面談記録【社外関連】に記載のとおり実

施した。（面談記録については、添付省略） 
 
５．外部証拠の入手 

本件取引の実態解明、商流調査及び不適切取引特定のため、関係する各社より各種資料を

入手した。 
 
６．PC、個人机等の調査 

   関係社内当事者の社給パソコンから、全データ・ファイル・全メール記録を社内調査チー

ム保有の調査用パソコンに移入し関連情報の調査を行った。 
（１）社内当事者 

① Ｋ社員 
② Ｌ社員 
③ Ｍ社員 
④ Ｎ社員 

 （２）データ抽出実施日 
① 第 1 段階 平成 24 年 10 月 12 日に調査チームで抽出 

   ② 第 2 段階 平成 24 年 10 月 16 日に復元ソフトによる削除データ復旧後の媒体を平成

24 年 10 月 22 日に調査チームが受領 

（注）調査チームは先行第１段階のデータを基に調査を開始したが、第２段階のデー

タ提供を受け以降、第２段階のデータを含めた全データを基に調査を実施した。 
 （３）調査対象としたパソコン 

名前 モデル名 製品名称 OS
ディスク

容量
メモリ

資産管理

番号 

ComNet 

管理名称 

導入 

年月日 

Ｋ社員 FMVKF2K0E1 ESPRIMO K551/B 7 160GB 4GB F3711002 
ＣＯＭ１１ 

ＰＣ００２７ 
20110422 

Ｌ社員 FMVKH2D2E1 ESPRIMO K552/D 7 500GB 4GB F3112004 
ＣＯＭ１２ 

ＰＣ０１５４ 
20120131 

Ｍ社員 FMVK92A113 FMV-K5250 XP 80GB 512MB なし T0803G159 20080401 

Ｎ社員 FMVKH2D2E1 ESPRIMO K552/D 7 500GB 4GB F3112005 
ＣＯＭ１２ 

ＰＣ０１５５ 
20120131 

（４）データファイルの調査 
社内当事者の対象フアイルに対し、調査チームで策定した『検索キーワード』により調

査、対象ファイルおよびデータを抽出し、その全件の内容を確認した。結果として不適切

取引の関与が疑われるファイルおよびデータの存在はなかった。 
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≪データファイル調査結果≫ 
  注）関係取引先への依頼文書、提出書類について事実関係を対象当事者に確認したファイル数 

     ｷｰﾜｰﾄﾞ検索（確認ﾌｧｲﾙ数） 

№ 対象当

事者 

ﾌｧｲﾙ種類 ﾌｧｲﾙ数 容量（MB） 人 名 取引先 ﾏﾝｼｮﾝ 固定 ﾘ

ﾃﾗﾙ 

合 計 

関 与 /

疑義 

ﾌｧｲﾙ数

検索ﾌｧｲﾙ

ｻﾝﾌﾟﾙ確

認数（注

.doc 341 13.2 

.pdf      92 54.6 

.xls 1,369 93.4 

その他 168,744 296,477.5 

   1 Ｋ 社 員

社 給 パ

ソコン 

合計 170,546 296,638.7 739 818 113 927 2,597   0    9

.doc 565 103.9 

.pdf 1,329 872.3 

.xls 3,217 1,036.8 

その他 152,074 520,950.3 

  2 Ｌ 社 員

社 給 パ

ソコン 

合計 157,185 522,963.3 2,177 741   15 1,893 4,826   0    0

                    ----------------- 検索ｷｰﾜｰﾄﾞ------------------- 
『人名』 『取引先』『ﾏﾝｼｮﾝ』 『固定ﾘﾃﾗﾙ』 

（５）メール情報の調査 
関係当事者間のメール情報を『検索キーワード』で抽出したメールと当事者の相互送受

信メールの全内容を見開き、不適切取引に関与したか否かを確認すると共に、関与が懸念

されたメールについては添付ファイルの内容等を精査し関与の判定を行った。 
 
     

 
 

.doc 1,077 86.3 

.pdf 1,446 1,133.9

.xls 6,535 1,116.3

その他 68,661 157,512.9

       3 Ｍ 社 員

社 給 パ

ソコン 

合計 77,719 159,849.4 473 249 23 622 1,367   0     0

.doc 473 17.2

.pdf 4,178 341.3

.xls 6,591 1,987.9

その他 315,290 540,991.6

  4 Ｎ 社 員

社 給 パ

ソコン 

合計 326,532 543,338.0 1,963 3,234 447 2,174 7,818 0 15

.doc 12,943 1927.0 

.pdf 14,766 10,603.2

.xls 50,273 10,564.7

その他 42,501 57,922.3

  5 共 有 サ

ーバ 

合計 120,483 81,017.2 47,529 15,120 729 19,657 83,035 0 12

.doc 15,399 2,148 

.pdf 21,811 13,005 

.xls 67,985 14,799 

その他 747,270 1,573,855 

   合計 

合計 852,465 1,603,806.6 52,881 20,162 1,327 25,273 99,643   0 36
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≪当事者間の調査対象メールの内訳≫    【 】内は総件数 ( )内は復元内件数 

  Ａ社員 Ｂ社員 Ｇ社員 Ｅ社員 送受信計 

送信  64 （0） 0 （0） 0 （0）   4 （0） 68  （0） 

受信  94 （0） 44  （0）  0  （0）   9 （0） 147 （0） 

 Ｋ社員 

【18,466】 

         (94) 計 158 （0）  44  （0）   0  （0）   13  （0） 215 （0） 

送信    0 （0） 0 （0）  0 （0）  0 （0）    0 （0） 

受信    2 （2） 1 （0） 0 （0）  0 （0）    3 （2） 

 Ｌ社員 

【16,961】 

     (13,346) 計    2 （2） 1  （0） 0  （0）    0  （0）    3 （2） 

送信   55 （1） 0 （0） 0 （0）   0 （0）   55 （1） 

受信  144 (10) 29 （0） 0 （0）   0 （0）  173 (10) 

 Ｍ社員 

【15,996】 

        (142) 計  199  (11) 29  （0） 0  （0）    0  （0）  228  (11) 

送信   13  （9） 0 （0） 0 （0）   3 （3）   16 （12） 

受信   18  (15) 2 （0） 0 （0）   8 （8）   28  (23) 

 Ｎ社員 

【41,277】 

      (8,671) 計   31  (24) 2  （0） 0  （0）   11 （11）   44  (35) 

送信  132  (10) 0 （0） 0 （0）   7 （3） 139 （13） 

受信  258  (27) 76 （0） 0 （0）  17 （8） 351 （35） 

 合  計 

【92,430】 

     (22,253) 計  390  (37) 76  （0） 0  （0）   24 （11）  490 （48） 

注 1）抽出メール情報の期間は、平成 18 年 8 月 5 日～平成 24 年 10 月 3 日 
        注 2）社内当事者のメール復元全情報 
        注 3）送信：社内当事者が社外当事者ＩＤへ送信したメール情報および社内当事者

間メールで社外当事者名をキーワードとしたメール 
           受信：社内当事者が社外当事者ＩＤから直接受信したメール  
（６）当事者のメール確認結果 
   ①Ｋ社員 （当社）←→Ａ社員・Ｂ社員（甲社）  
   ②Ｋ社員 （当社）←→Ｅ社員（乙社）      
   ③Ｌ社員 （当社）←→Ａ社員・Ｂ社員（甲社）  
   ④Ｍ社員 （当社）←→Ａ社員・Ｂ社員（甲社）  

⑤Ｎ社員 （当社）←→Ａ社員・Ｂ社員（甲社）  
   ⑥Ｎ社員 （当社）←→Ｅ社員（乙社）    

調査の過程で判明した甲社→扶桑電通㈱→丁社・戊社ルートのスルー取引の実行者であ

る甲社Ｂ社員と、当社関係者であるＫ・Ｌ・Ｍ・Ｎ各社員とのメールについても、追加で

調査を実施した。甲社Ｂ社員からＫ社員他営業担当者宛メールの添付ファイルに、本件の

取引を裏付けるＢ社員が作成した取引の指示（依頼）文書が発見された。それ以外に不適

切取引の関与が疑われるような証跡は発見されなかった。 
（７）サーバに関する調査        

共用のファイルサーバの全ての共有フォルダ（複数の利用者がデータを共有するための

場所）に関して調査を実施した。なお、調査対象とした共用ファイルサーバは以下のとお

りである。 
    ・共用ファイルサーバ（共有ＮＡＳ） 

         メーカー バッファロー  

         モデル  テラステーションプロ TS-XH2.0TL/R6  

調査チームが社給ＰＣと同様な方法で調査を実施した結果、不適切取引の関与が疑われ

るような証跡は発見されなかった。 

（８）個人机、キャビネットの調査  
     平成 24 年 10 月 26 日午後 8：30～10：00、当社Ｋ社員の個人机等を捜索、点検を実

施した。不適切取引の関与が疑われるような証跡は発見されなかった。 
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【４】不適切取引調査結果    
  調査の結果、甲社→扶桑電通㈱→丙社ルートの不適切取引が判明した。その後甲社の全取引

を調査したところ、甲社→扶桑電通㈱→丁社・戊社ルートのスルー取引が判明した。 
１．甲社→扶桑電通㈱→丙社ルートの不適切取引の概要 
（１）取引の流れ 
           お金の流れ 

                                         図１ 
                      
          通常取引 
                 ㋔        ㋓        ㋒ 
               発注・支払    
       納品？              架空案件発注    受注 
                        （支払遅延） 
               発注・支払 
                ㋐ 
                                  正規発注・工事 
                    ㋑ 
                     発注・支払 
 
 
 
   ①甲社 ㋓→ 扶桑電通 ㋔→ 丙社への支払い（お金の流れ）       

扶桑電通㈱は、新築マンション設備機器において丙社から乙社製品を仕入れ甲社へ納

入する書類取引を実施、商品は丙社あるいは乙社から甲社へ直送されていた。しかし、

この取引のなかに架空取引が含まれており、それらについては商品の動きはなく（当然

乙社からの出荷もない）、甲社、扶桑電通㈱、丙社の 3 社で資金移動のみ行われていた。 
この取引は乙社Ｅ社員の指示に基づき、扶桑電通㈱は甲社への売上及び丙社からの仕

入れを計上し、扶桑電通㈱は丙社へ現金にて支払いを実施、回収については扶桑電通㈱

が甲社から手形にて回収していた。当社はこの中に架空案件が含まれていたことを知ら

なかった。また、当社担当者であるＫ社員は、業界大手である乙社の指示であるので、

その取引に何の疑いも感じていなかった。 
甲社からの回収については乙社Ｅ社員の指示はなく、当社と甲社で直接交渉していた

が、 近は手形の回収は遅延していた。（本来は検収後翌月末日振出 125 日または 155
日手形） 

 
   ②扶桑電通 ㋐→ 丙社 ㋑→ 甲社への支払い（お金の流れ） 

丙社は乙社Ｅ社員の指示に基づき、書類取引として甲社から仕入れ、扶桑電通㈱へ売

上計上していた。甲社は架空取引(乙社Ｅ社員からの依頼による、前項①ルートにおいて

代金を扶桑電通㈱へ支払うための取引)と認識していた。丙社は扶桑電通㈱がサブコンか

ら受注し、自社（丙社）経由で甲社へ発注する取引と認識していた。丙社は甲社からの

仕入れ①が先行（現金）、数ヶ月後扶桑電通㈱へ請求（現金）するため、資金立替が発生

していた。 
当社は丙社が乙社ではなく（商品を仕入れず）甲社から仕入れ計上していたことを知

らなかった。 
 

つまり、㋐、㋑、㋓、㋔の取引は架空取引で循環しており、㋐と㋔の取引は、扶桑電通

㈱と丙社で異なる認識をしていた。一方、甲社は丙社からの入金を原資として、扶桑電通

㈱への架空発注分の支払いを行っていた（㋑→㋓）。これらの取引はいずれも乙社Ｅ社員

乙
社
（
メ
ー
カ
ー
） 

丙
社 

扶
桑
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通 

他社製品 

甲
社 

サ
ブ
コ
ン 
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の説明・指示で行われていた。 
（２）不適切取引の手口 

この取引が始まった平成 18年頃は設計会社への提案等の営業活動を実施していたが、

平成 22 年頃から直近においては乙社Ｅ社員から、案件情報の入手、及び案件毎の仕入・

売上計上指示、検収の結果等の指示が当社Ｋ社員宛てにあり、Ｋ社員はそれらの指示に

基づきオーダー入力、見積書・請求書の作成、勘定処理等の事務処理を部下の営業課員

に振り分けていた。甲社及び乙社とのやりとりは、ほとんどＫ社員が窓口であり、課員

は上司のＫ社員の指示により事務処理のみを行っていた。当該支店では商品の確認や工

事現場の確認は一切行っておらず、まったくのスルー取引となっていた。 
（３）事務処理上の問題点 
      前項における事務処理において、以下の事務処理上の問題点が考えられる。 
   ①本件において、実際の取引の窓口となっていたＫ社員は部下にオーダーシートの入力を

指示する一方で自ら承認していたため、決裁権限上の牽制が機能せず、注文書や請求書

等の確認も形式的になってしまった。結果的に各種書類の体裁は整っていたが、第三者

による内容のチェックが行われていれば、架空取引について早期に発見できた可能性が

あった。 
   ②高額な取引にも係わらず商品現物や現地の設置確認が全くなされていなかった。また、

本来であれば、納入先であり工事を行っている甲社が検収をするべきであるが、乙社が

検収済の指示をすることが不自然である。これら書類取引あるいはスルー取引における

確認事項が明確でなかった。 
③約定どおりの回収がなされないのに、対応方針が明確にされずに新たな案件の受注停止

等の手段を検討しなかったため、売掛残高が急増した。また、甲社からの回収が遅延し

ているにも係わらず、仕入先である丙社への支払いについては継続していた。（11 月 5
日支払分より停止） 

（４）不適切取引実行期間 
一連の取引の指示をした乙社Ｅ社員の証言及び他の関係者の証言、現地調査、帳票類

の調査により、このマンションスキームは平成 18 年 9 月以降から始まり、その内不適

切案件は平成 21 年 3 月受注分（売上は平成 22 年度）から、 終案件は当社が平成 24
年 4 月に受注計上した 3 物件であり、それ以降の受注はない。 

（５）首謀者及び動機・目的 
これらの取引を指示していた人物は乙社Ｅ社員と判明しているが、他の関与者の有無

及びその動機、目的については一部不明である。 
 

２．甲社→扶桑電通㈱→丁社・戊社ルートのスルー取引の概要 
（１）取引の流れ 

       お金の流れ                          図２ 
                      
               ㋒         ㋑        ㋐ 
              発注・支払     発注・支払     受注   
                                                  

 
                
                                  ㋔ 
      ㋕            ㋓              工事 
      受注       （㋒・㋕）を合算発注・支払     
  
  

①甲社はサブコンから受注した案件を当社に対して発注し、当社から丁社・戊社へ発注する

丁
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書類取引を依頼する（㋐→㋑→㋒）。 
  ②同じく丁社・戊社に対しては、扶桑電通㈱からの案件をそのまま自社（甲社）へ発注する

取引を依頼する。その際丁社・戊社は自社が受注した案件㋕も加えて合算した案件として

甲社に発注する（㋒＋㋕→㋓）。甲社は自社が受注したものを含めて実際に工事を行う。

以上により結果的に扶桑電通㈱へ発注された取引が甲社にＵターンしている。 
  ③但し、甲社は㋐→㋑→㋒の取引と㋓→㋔の取引はあくまで別々の正常な取引と認識してお

り、扶桑電通㈱に対しても問題はない取引であると説明している。 
  ④当社はこれらの一連のスキームについて知らなかった。 
（２）発覚した経緯と発覚後の対応 
   マンション案件に係わる不適切取引の判明後、甲社の全取引を調査する中で、当社からの

支払いが丙社以外のものについても内容を調査した。その中で甲社の指示に基づき丁社・戊

社に対して書類のみで受注・発注していることが判明した。その取引の適切性を検証するた

め、甲社及び丁社・戊社に対して平成 24 年 11 月 6 日にヒアリングを実施したところ、これ

らの取引（甲社→扶桑電通㈱→丁社・戊社ルートの取引）はすべてスルー取引で、甲社から

みると一部Ｕターン取引が含まれていることが判明した。 
   丁社・戊社に対する取引については、すでに当社から丁社・戊社へ支払い済であるが、甲

社から当社への未払い分の支払いについては、Ｃ社長よりすべて注文書に基づき支払う旨の

約束を得た。 
また、本件判明後実行者である甲社Ｂ社員と、当社関係者であるＫ・Ｌ・Ｍ・Ｎ各社員と

のメールについても追加で再調査を実施した結果、甲社Ｂ社員からＫ社員他営業担当者宛メ

ールの添付ファイルに、本件の取引を裏付けるＢ社員が作成した取引の指示（依頼）文書が

発見された。 
（３）スルー取引の手口 
   甲社Ｂ社員より、当社Ｋ社員宛てに連絡があり、扶桑電通㈱へ発注するのでその案件を丁

社・戊社へ回すように依頼され、その指示に基づきオーダー入力を行った。当社Ｋ社員に確

認したところ、丁社・戊社が甲社へ発注していたことは知らなかったとのことである。 
（４）スルー取引実行期間 
   関係者の証言が明確ではないが、当社のオーダーデータから、取引実行期間は平成 22 年 4

月～平成 24 年 9 月売上分とした。（それ以前の取引なし） 
（５）実行者及び動機・目的 

実行者は、本人の証言より甲社Ｂ社員である。その動機、目的については具体的な言明は

ないが、営業上の取引慣行とのことであった。 
 

３．その他の網羅性の検証（全社分） 
    本件と同様なスルー取引やコンプライアンス上懸念のある取引が他に行われていないか

を全社ベースで検証するため、以下の方法により調査を実施した。  
 （１）全社員へのアンケート調査の実施 
   ①アンケート実施手順 

○10 月 19 日 緊急調査実施の発信 
        ・「全社員への緊急アンケート調査実施について」（お知らせ） 

（各本部長、事業部長、各支店長、営業推進統括部長への趣旨説明） 
             ・対外取引に関する緊急調査（通達） 

・対外取引に関する緊急調査票（原本） 

    ○10 月 19 日 「対外取引に関する緊急調査」（通達）発信（対象者は役員を含めた全社

員、回答期限 10 月 26 日） 

○10 月 23 日 全国拡大販売会議において緊急調査に及んだ経緯と調査協力についての

説明を実施 

   ②アンケート調査の内容と結果 
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回収した調査票（設問数 14 項目）の回答記入内容を確認し、コンプライアンス上懸

念のある取引に言及する記載があったものについては、電話および相対にて記載内容の

確認をした。一部、作業票労務費の実績入力、繰り返し受注案件による毎月の工事・外

注費〆後翌月計上、オーダー予算超過による他オーダーへの原価計上などが散見された

がコンプライアンス上大きな問題となる取引に関与する様な内容はなかった。 
尚、上述したオーダー処理については、時期・内容・金額について確認を行い僅少な

金額である事から上司を通じて、担当者に注意喚起した。 
   ≪調査票回収結果≫ 

部   門 配布数 回答数 除外者 設問回答者 備  考 

管理本部    73      73       0          0  

公共、ﾈｯﾄ営業、ﾌｧｼﾘﾃｨ     102     101       1          9  

ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業      60      60       0          7  

 

本 

社 

ｻﾎﾟｰﾄ･ｻｰﾋﾞｽ本部     149     149       0          3  

 関 西 管 内     104     102       2         20  

 東 北 管 内     114     113    1         27  

中 国 管 内     126     125       1         10  

中 部 管 内     101     101       0         13  

 九 州 管 内      45      44       1          2  

 北海道 管 内      69      69       0         17  

 四 国 管 内      43      42       1         11  

 関 東 管 内      42      42       0          3  

  合   計   1,028   1,021       7        122  

注）除外者：出産・育児・病気などの長期休暇者（6 名）および長期出向者（1 名） 

（２）当社データベースからの検証 
 ①平成 24 年 9 月末における売掛金残高が 50 百万円以上の先 

    売掛金残高上位 50 百万円以上（上位 24 社が該当）を抽出し、当社との取引関係、企業

規模からみた売掛金残高の整合性、売掛金明細の取引内容チェックとその商流確認を行っ

た。その結果地方営業所取引先庚社（第 3 位）について詳細な調査が必要とし当該営業所

及び庚社にヒアリングを実施した。 
 ②平成 24 年 9 月末における買掛金残高が 30 百万円以上の先 
   買掛金残高上位 30 百万円以上（上位 26 社が該当）を抽出し、上記と同様の検証を実施

した。その結果地方営業所（①と同一営業所）取引先辛社（第 4 位）について詳細な調査

が必要とし当該営業所及び辛社にヒアリングを実施した。 
 ③平成 24 年度 100 万円以上且つ利益率 7%～5%のオーダー 

    平成 24 年度の全取引明細（236,378 件 39,318 百万円）から本件取引の類似オーダー

を以下の条件で抽出し、該当した 74 オーダーについて証憑類を取寄せ内容を検証した結

果、不適切取引と思われるものはなかった。 
    ［抽出した条件］ 
     ア）サプライ、保守、手数料を除外 
     イ）金額 100 万円以上対象 （本件取引の金額下限 103 万円を考慮） 
     ウ）利益率 7%～5%範囲を対象 （本件取引が概ね 6%内外、また 5%未満は本部長・

支店長決裁のため内部統制が機能しているため除外した） 
     エ）請求先リース会社を除外 
     オ）オーダー区分「Ａ，ＳＥ，ＳＶ，ＰＣ」を除外 

※オーダー区分 

         A オーダー ：ネットワークエンジニア作業を伴う通信機器、装置の販売 

          SE オーダー：システム構築等の受託作業 
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         SV オーダー：各種サーバ機器に関連する、新設・増設・ベーシックソフト等の単独販売 

         PC オーダー：パソコン機器及びベーシックソフトの単独販売 

     カ）メーカー発注機器予算計上を除外 
 
４．関連する調査 
（１）調査の概要 

前項その他の網羅性の検証（２）当社データベースからの検証①②において抽出した庚社、

辛社について、当社取引窓口である当該営業所Ｒ社員及び庚社、辛社へヒアリング実施した。

また、上流取引先である壬社や 終納入先へ等へのヒアリングを実施した。庚社、辛社に対

しては契約書（注文書）等の書類の提出や現物確認について依頼したが、辛社については協

力を得られず実現できなかった。 
（２）庚社→扶桑電通㈱→辛社ルートのスルー取引の概要 
                                        図３ 
        発注 
 
 
 
 
 
 
 
   当社Ｒ社員は、前勤務先から付き合いのあった庚社と協業ビジネスを推進していたところ、

基盤整備システム構築案件において庚社が受注し、当社は庚社の下に入る形で参入すること

ができた。一方、商談の内容で当社が直接メーカーから手配するよりも辛社を通したほうが

有利なケースもあり、当社の下に辛社を入れることになった。 
またこの取引に関連して、ネットワークサーバ他の案件で、平成 24 年 9 月末に当社が辛

社から 78 百万円の仕入れが発生し仕掛品としていたが、実際には商品の入荷が遅れ支払い

のみ先行していることが判明した。（これについては仕入れ・仕掛りを取消し済、その後商

品は入荷し、当社立会のもと平成 24 年 11 月 26 日に納入された。） 
（３）発覚した経緯 

網羅性の検証において全国的に同様なスルー取引の有無を調査した結果、当該営業所の取

引先において、会社の規模に比して金額が余りにも大きく、 終納入先へのルートに何社も

絡んでいる案件が発見された。Ｒ社員はじめ関係先へのヒアリングの結果、これらの取引の

中にスルー取引が含まれていることが判明した。 
（４）スルー取引実行期間 

Ｒ社員へのヒアリング、帳票類の確認等の結果、実行期間は平成 21 年 2 月～平成 24 年 4
月とした。 

（５）実行者及び動機・目的 
前述のとおりＲ社員が庚社と協業ビジネスを推進していたが、当社が加わることでメーカ

ーからの有利な条件で調達できるメリットがあった。本来スルー取引であれば手数料として

計上すべきでところを、売上実績を上げるために行ったとのことであった。このようなスル

ー取引が疑われる取引は、事前に本社経理部等へ確認するべきものであった。 
 
５．取引類型別の特定 
  それぞれの取引内容を調査した結果、その取引実態を踏まえ以下の類型に特定・分類した。

（件数：オーダー数、金額単位：百万円、税抜） 
（１）甲社→扶桑電通㈱→丙社ルートの不適切取引 

①取引の実態がないことから、架空取引であると判定し、売上・売上原価・利益、在庫等に
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ついて修正したもの。 
事業年度(平成） 件数 売上 売上原価 粗利 在庫 

22 年 9 月期 12 67 64 3       - 

23 年 9 月期 21 89 84 5  36 

24 年 9 月期 48 204 191 13 125 

 
②取引の実態はあるが、スルー取引として手数料収入として計上するのが適切と考え、売

上・売上原価について修正したもの。 
事業年度(平成） 件数 売上 売上原価 粗利 

19 年 9 月期 18 73 68 5

20 年 9 月期 19 81 75 6

21 年 9 月期 14 54 50 4

22 年 9 月期 16 94 86 8

23 年 9 月期 13 59 55 4

24 年 9 月期 9 54 51 3

 
（２）甲社→扶桑電通㈱→丁社・戊社ルートのスルー取引 
   取引の実態はあり、他の関係者は問題のない取引と認識しているが、甲社からみると一部

Ｕターン取引が含まれるため、本調査においては保守的に不適切取引に近いと判断し、売

上・売上原価・利益等について修正したもの。なお、甲社→扶桑電通㈱→丁社・戊社ルート

の取引は全て同様と判定した。 
事業年度(平成） 件数 売上 売上原価 粗利 

22 年 9 月期 13 106 99 7

23 年 9 月期 38 253 236 17

24 年 9 月期 38 317 296 21

 
（３）庚社→扶桑電通㈱→辛社ルートのスルー取引 
   取引の実態はあり、協業により当社が商流に加わる合理的理由が認められるものの、書類

のみの取引であり、本調査においては保守的にスルー取引に近いことから手数料収入として

計上するのが適切と考え、売上・売上原価についての修正したもの。 
事業年度(平成） 件数 売上 売上原価 粗利 

21 年 9 月期 13 409 388 21

22 年 9 月期 6 333 315 18

23 年 9 月期 3 205 192 13

24 年 9 月期 4 258 244 14

 
６．会計上の処理と貸倒引当金額の算出 
  前項において特定した案件を以下の手順により会計上の修正を行った。 
（１）架空取引に関する会計処理【前項（１）①及び（２）に該当する取引】 
   売上、売上原価及び在庫を取り消し、粗利部分については適切に消去するとともに、架空

売掛金、架空買掛金の入出金に関しては、いったん立替金として修正し、ネット残を未収入

金または仮受金に振替処理をした。 
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  ≪修正仕訳処理≫ 
借  方 貸  方 

売上高 XXX 売掛金 XXX

買掛金 XXX 商品仕入 XXX

仕掛品（期首） XX 商品仕入 XX

商品仕入 XX 仕掛品（期末） XX

     

借  方 貸  方 

立替金 XXX 買掛金 XXX

売掛金 XXX 立替金 XXX

     

借  方 貸  方 

未収入金 XX 立替金 XX

又は   

立替金 XX 仮受金 XX

 
その結果、当期末の架空取引の取り消し処理から生じた未収入金額は総額 455 百万円（売

上済分 353 百万円、仕掛分 102 百万円）となり、四半期別内訳は以下のとおりである。 
≪未収入金の期別内訳≫  （単位：百万円） 

年（平成）/四半期 未収入金 貸倒引当金 

23 年第 1 四半期 12 12

23 年第 2 四半期 6 6

23 年第 3 四半期 22 22

23 年第 4 四半期 24 24

23 年度 計 65 65

24 年第 1 四半期 47 47

24 年第 2 四半期 13 13

24 年第 3 四半期 150 150

24 年第 4 四半期 178 178

24 年度  計 389 389

合計 455 455

 
（２）貸倒引当金の考え方 
  ・甲社架空取引により発生した未収入金に対する貸倒引当金 

当社では今回判明した架空取引も含めオーダー毎に全て入出金管理ができており、架空

取引消去から生じた未収入金のうち当期末までに入金している部分を除き、未回収となっ

ている部分についてのみ、その回収可能性を判断し、回収不能額についてその発生時（支

出時）に貸倒引当金計上した。甲社については回収可能性が乏しいと判断し、営業外費用

として全額引当計上した。 
  ・甲社正常取引により発生した通常の売掛金に対する貸倒引当金 

架空取引判明前の売掛金残高521百万円から架空取引の売上取り消し分395百万円を差

し引いた 126 百万円を正常取引分の売掛金とし、これについて販管費として上記と同様の

理由により全額引当計上した。 
（３）スルー取引に関する会計処理【前項（１）②及び（３）に該当する取引】 
   売上及び売上原価を相殺し、差額を手数料収入（営業収益の１項目）として処理し、期末

時点で仕掛品が残っていたものについては、前渡金勘定に振替えた。なお、当社は富士通パ

ートナーという立場上、仕入先とし協業して営業行為を行い受注するケースがあり、このよ
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うなビジネスを営業取引のひとつと位置づけ手数料部分を営業収益に計上している。 
 
７．甲社に対する債権の回収可能性 
（１）支払いについての回答 

甲社との取引においては、実態のない不適切取引が含まれていたことから、甲社に対する

債権の回収可能性について懸念が生じている。甲社に対して当社が現状認識している債権額

を明示し交渉した結果、支払金額は 386 百万円と回答があった。（10 月以降手形入手分 84
百万円＋甲社支払回答分 302 百万円） 
なお、支払未回答分について甲社は、4 社（甲社、乙社、丙社、扶桑電通㈱）にて協議し

たいとの申し出である。 
   ≪平成 24 年 9 月末 甲社に対する債権≫  （単位：百万円、税込） 

※会計上の誤謬訂正前の債権額 

受取手形合計 178

平成 24 年 10 月 5 日 32

平成 24 年 11 月 5 日 47

平成 24 年 12 月 5 日 50
（手形期日） 

平成 25 年 1 月 10 日 49

売掛金合計 521

  10 月以降手形入手済分 83

 甲社支払回答分 302
 

売掛金支払額合計 385

甲社支払未回答分（回収未確定） 136

マンション案件仕掛り分（回収未確定） 131

     
    ・10 月以降の手形回収 84 内訳（売掛金→受取手形に振替） 
       平成 25 年 2 月 5 日期日 50 百万円 
       平成 25 年 3 月 5 日期日 33 百万円 
     
（２）回収可能性の検証 

①甲社、平成 24 年 3 月期決算状況   
（省略） 

②３社間の資金の動き                      
    マンション関連の架空取引に伴う資金移動と思われるものについて、丙社→甲社への振

込時期をベースに集計したものが下記の表である。         （単位：百万円） 

対象期間 丙社→甲社
扶桑電通㈱

→丙社 

甲社→扶桑

電通㈱ 

扶桑電通㈱の

甲社宛売上高 

平成 21年 12 月～平成 22年 9月 70 74 24 462 

平成 22 年 10 月～平成 23年 9月 176 188 59 510 

平成 23 年 10 月～平成 24年 9月 274 204 83 748 

合計 520 466 166 1721 

    この表から、丙社→甲社へ 520 百万円入金、そのうち 166 百万円は当社へ支払い、残額

354 百万円は甲社に滞留すべき金額と思われるが、甲社の証言及び決算書から推測すると

甲社の現預金は 50 百万円程度と思われることから、300 百万円程度が甲社の資金繰りに

流用されているものと考えられる。甲社は近年マンション関連の受注が増加しているが、
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民間のマンション案件については、サブコンからの回収が完成後一括払いであり長期化す

る傾向にあるため、長期立替が発生していると思われる。 
③回収可能性の検証 

    甲社振出の支払手形については、通常月間 50百万円程度期日が到来し決済されている。

従来から甲社Ｃ社長は支払いの目処がないと手形を振出さないこと及びの過去の決済実

績等勘案すると、手形決済に懸念はないと思われる。売掛金については平成 24 年 11 月 17
日付念書により 136 百万円以外については支払いの確約を得たものの、前述の検証により

甲社に 350 百万円程度が滞留すべきところ、300 百万円程度が運転資金に流用されている

と考えられることから、甲社が主張している今後の支払額 302 百万円の回収可能性につい

ては疑念が残る。また仕掛り分 131 百万円分についても、商品は出荷されておらず実在し

ないものであるから修正が必要と考える。 
（３）今後の回収交渉 
   甲社に対しては、念書で示した金額、時期についての回収をトレースしていくとともに、

回収未確定分については、当社及び甲社、乙社、丙社の 4 社において一同に会する場を設け、

売掛金の回収及び資金の精算についての話し合いを行う予定である。 
 
８．財務諸表への影響  
  調査結果に基づき平成 19 年 9 月期以降の財務諸表における誤謬の訂正を行うことが適当で

あると判断した。判明した不適切取引及びスルー取引の事実を反映させた影響額は別紙「平成

19 年度～平成 24 年度影響額」のとおりである。 
 
【５】要因分析 
 １．首謀者・動機について 
（１）甲社→扶桑電通㈱→丙社ルートの不適切取引 

関係者の証言等から不適切取引の概要、その金額、案件の特定は判明したものの、この取

引の首謀者と思われる乙社Ｅ社員の証言が明確でないため、他の関与者の有無及びその動

機、目的等については一部不明である。 
（２）甲社→扶桑電通㈱→丁社・戊社ルートのスルー取引 

    この取引については、甲社Ｂ社員が実行者である。動機については、業界における協業

や営業上の貸し借りのため実施したと本人は証言している。また、甲社と丁社の間では相

互に案件を依頼したり、逆に依頼されたりしているが、両社においては実際に案件が存在

し工事も行われていることから、不適切な取引とは考えていないとのことであった。 
 （３）甲社関連不適切取引における当社関係者の消極的動機 
    本調査においては上記いずれの不適切取引にも当社は関与していないと判断しているが、

不適切取引を看過した、あるいは不審に思わず取引を継続した要因として、営業担当者の

気持のなかに、この取引により安易に営業成績（売上）を上げることができること、また

その成績により評価されることがあったと考えられる。 
    一方で、上記（１）のスキームは業界大手である乙社Ｅ社員から持ち掛けられたもので

あり、まさか不適切取引を行うことはないだろうという思い込みがあったことも事実であ

る。 
  
２．機会（内部統制の不備等） 
  今回の不適切取引を防止できなかった当社における制度上の要因として、各種規程や内部監

査等に関する内部統制制度と、業績管理制度があげられる。 
 （１）内部統制手続について 

 当社では販売管理規程、購買管理規程、販売業務マニュアル、購買管理マニュアル、与

信管理マニュアル等の各種規程、マニュアルが整備されているが、以下の内容の不十分な

点があった。 
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  ①本件のようなＣオーダー取引において仕掛りが発生する取引の承認権限が明確でなかった。 
  ②本件は役職者が当該取引先を直接担当しており、オーダーシート上の営業担当者は名目に

過ぎなかった。役職者が営業担当者を選定し、自らが承認していた。このような場合、書

類の確認やオーダー入力の承認は上位者あるいは他課の役職者が行う等の手続が制定さ

れておらず、決裁権限上の内部統制が機能していなかった。 
  ③不適切な取引に繋がり易い書類取引について、商流確認、契約書の取交し、物品の確認等

の手続が制定されていない。 
  ④継続的な取引を行っていたが、基本契約書の取り交しがされていなかった。また、そのチ

ェックもされていなかった。 
  ⑤与信管理についてマニュアルはあるものの、具体的な管理方法が不明確であった。継続的

な取引先の業況確認、売上・売掛金の増加先についてのデータ還元やその対策、方針決定

についての手続が明確でない。 
  ⑥支払遅延時の報告ルールやその対応、方針決定についての手続が明確でない。 
  ⑦K 社員は長期にわたり当該取引先を担当し、役職者に昇格後も継続して直接担当していた。

人事政策上やむを得ない面もあるが、担当者の変更が困難であれば前項②等の対策が必要

と考える。 
 （２）内部監査について 
    本件は、毎年の内部監査においてもその不適切な取引が発見できなかったことから、以

下の問題点があった。 
①モニタリング制度の確立 

売上・売掛金、買掛金大口先、あるいは急増先、低粗利取引、支払遅延先という、スル

ー取引が疑われる兆候があったにも係わらず、これらを切り口としたモニタリング制度が

確立していなかったため、早期発見ができなかった。 
  ②不適切取引が疑われる取引の深度ある検証 
    架空取引等の不適切取引が行われているかも知れない、という前提にたった職務権限規

程及び、監査制度を整備する必要があった。また、内部監査においても上記の要因から不

適切取引が疑われる取引について、これらの取引に十分スポットをあてた深度ある検証を

行う必要がある。 
 （３）企業倫理ヘルプライン窓口制度 
    当該支店営業担当者にインタビューした結果、これらの取引について疑問に感じながら

も黙認、あるいは上司である K 社員に取引内容について質問したとの回答があった。ヘル

プライン制度については徹底しているが、コンプライアンス上疑念のある取引あるいは、

手続に反した事務処理について、通報あるいは相談することを再度徹底する必要がある。 
（４）業績管理制度について 

    業績評価制度においては、利益を 重点とした運営がされていたが、各社員に対してそ

の趣旨が十分浸透せず、旧来からの受注高・売上高重視の営業活動がなされていた。今回

の様な安易な方法で営業実績を上げる方法に対処するための、企業倫理や行動規範を踏ま

えた営業活動についての啓蒙が十分でなかった。 
 
３．正当化（コンプライアンス意識） 
（１）コンプライアンス意識 
   不適切取引に気がつかなかったとはいえ、本件のようなスルー取引が長年にわたり行わ

れ、かつ何の疑念も抱かなかったことは、社内におけるコンプライアンス意識が十分に浸

透していないと言わざるを得ない。取引の急激な増加やスルー取引をはじめ不自然な取引

について疑問を抱くように、適切な取引に対する再確認と、コンプライアンス意識の向上

が不可欠と考える。 
（２）当社経営理念、倫理憲章の理解 
   本件は粗利が 6%と低い取引ではあるが、当社にとっては営業活動に労力をかけず安易
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に売上が稼げることから、売上増大の観点からは有益な取引ではあった。しかしながら結

果的に循環取引に巻き込まれ、多大なリスクを負うことになった。コンプライアンスを遵

守した営業活動について徹底するとともに、当社の経営理念である『誠心誠意』の意味を

もう一度かみ締め、営業担当者が汗をかき、お客様のために付加価値の高い商品・サービ

スを提供することによって適正な利益を得られるということを再度認識する必要がある。 
 
【６】甲社関連取引における当社関与者の有無  
１．本件の関係者 

調査チームの初動調査により、甲社関連取引において他の関係者と交渉を行っていたのは

Ｋ社員のみであるため、本件の関係者はＫ社員のみと判断した。その後の関係者へのインタ

ビュー、ＰＣの解析等においても当社における関係者はＫ社員のみと判断した。 
 
２．当社関与者の有無 

乙社以外の関係者は、すべて乙社Ｅ社員が首謀者であると主張しているが、乙社は、当社

のＫ社員を含め他の 3 社も了承していたと主張している。 
（１）乙社調査チームの見解（Ｅ社員の証言にもとづくもの） 

当初の発端は、平成 21 年 2 月に丙社Ｇ社員から、100 百万円の扶桑電通㈱への未請求

についてＥ社員に相談があったことによる。そのうち 27 百万円について甲社から回収が

できなくなったことが判明した。そのため、平成 22 年 1 月ぐらいから、架空発注、水増

し発注を始めた。案件の先食い等をしていたが、案件がなくなってきていた。 
次に、平成 22 年に扶桑電通㈱のＫ社員から 3月の売上計上時期について相談があった。

平成 23 年 1 月には、同じくＫ社員から、扶桑電通㈱の甲社に対する 80 百万円の滞留債

権について相談があった。 
これらを処理するために、甲社、扶桑電通㈱、丙社 3 社間の循環取引を画策した。自

分（乙社）は、直接関係しないがこのマンション弱電設備取引スキームに係わっているこ

とから、3 社にとってよかれと思い実行した。3 社はこれらの循環取引について承知して

いるはずである。 
乙社調査チームの見解として、この循環取引は 3 社が承知していたとはいえ、Ｅ社員

が中心となって指示したことは確かであり、Ｅ社員が証言している動機、目的についても

疑念を持っており、実態解明のため調査は継続し結果について報告するとの回答を得てい

る。 
（２）上記に対する当社の見解 

上述した乙社の見解に対して、当社は以下のとおり見解に相違がある。 
①平成 21 年 2 月の丙社の 100 百万円の未請求については、丙社Ｇ社員は、Ｅ社員に相

談し、その指示によりまとめて扶桑電通㈱に請求したと証言しているが、当社の調査

の結果 3 月以降そのような、まとまった仕入れ計上及び支払いを行った証跡が見当た

らない。（3 月～5 月にかけて累計で 100 百万円 の支払いはあり）また、Ｇ社員は乙

社から平成 20 年 8 月頃より順次商品が（書類上）納品されたとのことであり、この

頃以降はＥ社員が取引全般を取り仕切っていたと思われる。これらの事象から 100 百

万円の未請求については、乙社と丙社との問題であり、この問題が架空取引の発端だ

とすれば、当社の関与はないと考えられる。 
②平成 23年 1月にＫ社員から 80百万円の滞留債権に対する相談を受けた件についてＫ

社員に聴取したところ、そのような事実はないと証言している。また、80 百万円の内

容が不明であるが、当時のマンション案件一件あたりの金額はほとんどが 10 百万円

以下であり、同時に複数案件で回収が懸念される事態は考えられない。また甲社の業

績悪化による回収懸念であれば、それをＫ社員が乙社に相談することも筋違いであり、

Ｋ社員が甲社の不良債権のために、リスクが大きい不正な取引を行うことは、極めて

考えにくい。 
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③そもそも、Ｅ社員は架空取引の指示は、3 社のための親切心で行ったと主張している

が、他者のために何の見返りもなく大手企業の社員が不正な取引に加担することは、

常識では考えられない。 
（３）当社社員が不正に関与してないことの根拠 

①他の関係者である甲社、丙社への再三のヒアリングにおいて、当社Ｋ社員が関与して

いたとの発言はなく、両社とも乙社Ｅ社員の指示であると主張が一貫していること。 
②当社が平成 24 年 7 月にＫ社員立会いのもと現地調査を実施した際、商品が確認でき

なかったが、Ｋ社員が関与していたのであれば、商品を取り繕うことが可能であった

と考えられること。（実際、商品が確認できなかったことを甲社に伝えると、それ以降

の調査においては乙社Ｅ社員により別物件の商品を持ち込み、在庫があるように見せ

かける工作が行われた。） 
③その後あらたに判明した丁社・戊社との取引においても、関係先へのヒアリングにお

いて、Ｋ社員が関与していたとの発言がないこと。 
（４）当社関与者の有無の判定 

    前項の理由から、調査チームは当社Ｋ社員の架空取引への関与はなく、不適切取引であ

ることについては知らなかったと判断した。（不適切な取引が長期にわたり行われていた

が、何の疑いもなく実態のない書類上の取引を継続・拡大していたことについては、重大

な過失があると考える。） 
 
【７】是正措置（緊急対応） 
１．財務諸表への反映             

不適切取引及びスルー取引における財務諸表への影響度合いの調査の結果、平成 19 年 9
月期から平成 23 年 9 月期及び今年度の第 1～第 3 四半期決算において売上・営業利益・経

常利益等の影響度が大きいと判断されることから、各四半期報告書の修正を行うこととした。 
 
２．実施済の是正措置 
  取締役管理本部長の指示のもと、速やかに以下の対応を実施した。 

・甲社に対して、マンション関連設備案件等の受注中止を通知（平成 24 年 9 月 6 日） 
・当社の支払先である丙社に対して、平成 24 年 11 月 5 日の支払分について真相解明ま

で保留する旨を通知（平成 24 年 10 月 26 日） 
 ・甲社に対して、当社の売掛金額と入金予定の確認（平成 24 年 11 月 14 日）と支払い

の「念書」徴求（平成 24 年 11 月 17 日付） 
 

３．懲戒処分、法的対応の検討        
  本件に係わる懲戒処分等の対応は、懲罰委員会に委ねることとする。また、法的対応の要

否については、顧問弁護士等の見解を参考にし、取締役会に委ねることにする。 
 

【８】是正措置（抜本対応）          
１．緊急通知 

   本件の不適切取引は、新築マンション案件への固有メーカー商品供給を装った架空取引で

あるが、得意先・仕入先の定常的物品販売取引による商流を利用し、架空取引を混在させた

内容であると調査にて確認されている。何れも、当社書式による注文書の取り交し、受領書

および納品書受理とした事務処理であるが、物品販売の架空取引を抑止・発見出来なかった

事から、 
    ・契約商流の確認 
   ・契約リスク低減を目的とした契約書の取り交し 
   ・物品の物流確認 
  を記載した管理本部長通達を発信し、管理の充実と再発防止について徹底する。 
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 ２．抜本的手順書の整備 
   スルー取引の懸念商流とその対応、長期売掛債権の管理について、以下の内容に対応する

個別の手順書を平成 25 年度上期中に整備・策定する。 
・スルー取引が発端の一つで、商流確認や書類の取り交し、物品の物流確認が疎かであっ

た。（物品取引で、従来からの簡便な注文書による取り交しであり、基本契約書または個

別契約書による契約書の取り交しを検討し得なかった。それ以外の証憑類は、取引先も

関与が確認されている事から、納品書、物品受領書等記載内容は架空な正規書類であっ

た。） 
・定常的な取引（通常取引に架空案件を混在）であったが、債権額が顕著に増額している

取引先に対しての管理体制が脆弱であったことから、与信管理規程等を見直し厳格化を

図ることが必要である。 
・オーダー入力の承認権限者である役職者等が直接取引に係わっている場合の権限、手続

について見直す必要がある。 
 
３．全役員、全社員のコンプライアンス意識向上 

今回の事案は実行者の動機、目的等について一部不明な点はあるものの、当社社員に悪意

はなかったと判断したが、ペーパー取引の急激な増加や取引の不自然さについて営業担当者

としての一般常識があれば、容易に疑問を感じ、また防止できた（少なくとも早期発見はで

きた）と考えられる。当社においては平成 24 年 4 月にコンプライアンス推進室の新設、同

年 7 月にコンプライアンスカードの配布（行動規範や企業倫理ヘルプラインの明示他）等に

よってコンプライアンスの強化・啓蒙に取り組んでいたところであったが、十分に浸透して

いなかったと言わざるを得ない。よって営業を含めた全社員の適切な取引に対する認識の再

確認と、コンプライアンス意識向上のため以下の施策を行う。（平成 25 年度上期実施） 
・コンプライアンス研修の実施（役員、役職者、一般社員等階層別の実施） 
・企業倫理ヘルプラインへの更なる周知徹底と通報の促進（コンプライアンス上問題と思

われる取引等についての通報） 
・当社経営理念、倫理憲章の再確認とコンプライアンスを遵守した営業活動の徹底 

 
４．内部統制、監査機能の強化 

各種管理マニュアル等は整備されているものの、結果的に現状の内部統制制度において不

適切取引が看過されていたことから、以下の強化策について実施する。（平成 25 年度上期実

施、但しシステム対応が必要なものは、具体的なスケジュール化を平成 25 年度上期に検討

する） 
・各拠点における内部統制（手続遵守）状況の確認・点検 
・各拠点におけるセルフチェック（自己点検）制度の導入 
・現在の内部監査制度・態勢の見直し・充実（監査日数、人員を含む）とサンプリングの

フォーカス手法再検討 
・モニタリング制度の確立と、事前モニタリングを活用した深度ある内部監査の実施 
・オーダー入力時、不適切な疑いのある取引のアラーム発信（入力中断等） 
・システム対応による不適切な疑いのある取引及び急激な売上・債権増加、支払遅延時の、

本社管理部門へのアラーム発信 
 
５．再発防止プロジェクトの立ち上げ 

当社においては今回の事案を重大に受け止め、取締役をリーダーとしたプロジェクトチー

ムを立ち上げ、以下の施策に取り組む方針である。 
・名称：再発防止プロジェクト（仮称） 
・メンバー：取締役をリーダーとし、監査室等を含め数人を選出する。 
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・活動期間：平成 25 年 1 月から平成 25 年 6 月までの半年間とする。 
・活動内容：①各店所社員に対する経営理念、企業倫理、行動規範の徹底等によるコンプ

ライアンス意識の向上 
          ②社員のコンプライアンス意識確認のための、社員意識調査の実施 
          ③不適切取引の防止を意識した、各種規程マニュアルの整備とモニタリング

制度の制定 
 

以上 
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別紙  《平成 19 年度～平成 24 年度影響額》                （単位：百万円） 

期 項目 訂正前 訂正後 影響額 

売上高 22,859 22,826 △ 33 

営業利益 602 602 - 

経常利益 838 838 - 

中間純利益 599 599 - 

総資産 27,975 27,975 - 

平成 19 年 9 月期 

半期累計 

純資産 6,316 6,316 - 

売上高 40,244 40,176 △ 68 

営業利益 275 275 - 

経常利益 728 728 - 

当期純利益 674 674 - 

総資産 24,597 24,597 - 

平成 19 年 9 月期 

通期 

純資産 6,288 6,288 - 

売上高 23,700 23,661 △ 38 

営業利益 543 543 - 

経常利益 630 630 - 

中間純利益 406 406 - 

総資産 26,437 26,437 .- 

平成 20 年 9 月期 

半期累計 

純資産 6,500 6,500 - 

売上高 42,677 42,603 △ 74 

営業利益 356 356 - 

経常利益 551 551 - 

当期純利益 906 906 - 

総資産 24,794 24,794 - 

平成 20 年 9 月期 

通期 

純資産 6,817 6,817 - 

売上高 22,556 22,355 △ 200 

営業利益 505 505 - 

経常利益 566 566 - 

四半期純利益 153 153 - 

総資産 25,701 25,701 - 

平成 21 年 9 月期 

第 2 四半期累計 

純資産 6,577 6,577 - 

売上高 28,425 28,125 △ 300 

営業利益 △ 123 △ 123 - 

経常利益 △ 31 △ 31 - 

四半期純利益 △ 34 △ 34 - 

総資産 21,444 21,393 △ 51 

平成 21 年 9 月期 

第 3 四半期累計 

純資産 6,423 6,423 - 

売上高 37,970 37,532 △ 437 

営業利益 △ 57 △ 57 - 

経常利益 60 60 - 

当期純利益 △ 88 △ 88 - 

総資産 22,592 22,575 △ 17 

平成 21 年 9 月期 

通期 

純資産 6,389 6,389 - 
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期 項目 訂正前 訂正後 影響額 

売上高 6,632 6,473 △ 158 

営業利益 △ 484 △ 484 - 

経常利益 △ 492 △ 492 - 

四半期純利益 △ 313 △ 313 - 

総資産 22,897 22,886 △ 10 

平成 22 年 9 月期 

第 1 四半期累計 

純資産 6,044 6,044 - 

売上高 20,191 19,806 △ 384 

営業利益 180 178 △ 1 

経常利益 224 222 △ 1 

四半期純利益 89 88 △ 1 

総資産 25,317 25,298 △ 18 

平成 22 年 9 月期 

第 2 四半期累計 

純資産 6,499 6,497 △ 1 

売上高 26,477 25,988 △ 489 

営業利益 △ 434 △ 440 △ 6 

経常利益 △ 374 △ 380 △ 6 

四半期純利益 △ 270 △ 276 △ 6 

総資産 22,759 22,717 △ 42 

平成 22 年 9 月期 

第 3 四半期累計 

純資産 5,935 5,929 △ 6 

売上高 37,150 36,576 △ 574 

営業利益 △ 76 △ 86 △ 10 

経常利益 32 26 △ 5 

当期純利益 △ 59 △ 64 △ 5 

総資産 23,837 23,820 △ 16 

平成 22 年 9 月期 

通期 

純資産 6,208 6,202 △ 5 

売上高 6,923 6,846 △ 76 

営業利益 △ 541 △ 544 △ 3 

経常利益 △ 542 △ 554 △ 12 

四半期純利益 △ 352 △ 364 △ 12 

総資産 23,834 23,777 △ 57 

平成 23 年 9 月期 

第 1 四半期累計 

純資産 5,737 5,719 △ 18 

売上高 22,015 21,859 △ 155 

営業利益 342 334 △ 8 

経常利益 344 323 △ 20 

四半期純利益 38 17 △ 20 

総資産 27,636 27,542 △ 94 

平成 23 年 9 月期 

第 2 四半期累計 

純資産 6,238 6,211 △ 26 

売上高 29,363 29,089 △ 273 

営業利益 △ 110 △ 125 △ 14 

経常利益 △ 98 △ 144 △ 46 

四半期純利益 △ 264 △ 310 △ 46 

総資産 22,731 22,604 △ 127 

平成 23 年 9 月期 

第 3 四半期累計 

純資産 5,914 5,862 △ 52 

売上高 41,106 40,516 △ 590 

営業利益 330 308 △ 22 

経常利益 320 244 △ 75 

当期純利益 △ 337 △ 413 △ 75 

総資産 24,177 24,001 △ 175 

平成 23 年 9 月期 

通期 

純資産 5,523 5,441 △ 81 
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期 項目 訂正前 訂正後 影響額 

売上高 7,216 7,115 △ 100 

営業利益 △ 296 △ 303 △ 7 

経常利益 △ 286 △ 331 △ 45 

四半期純利益 △ 423 △ 469 △ 45 

総資産 21,451 21,269 △ 181 

平成 24 年 9 月期 

第 1 四半期累計 

純資産 5,047 4,919 △ 127 

売上高 22,167 21,813 △ 354 

営業利益 883 869 △ 13 

経常利益 906 848 △ 57 

四半期純利益 506 449 △ 57 

総資産 26,963 26,696 △ 267 

平成 24 年 9 月期 

第 2 四半期累計 

純資産 6,132 5,993 △ 139 

売上高 28,970 28,358 △ 612 

営業利益 487 462 △ 24 

経常利益 525 310 △ 215 

四半期純利益 36 △ 179 △ 215 

総資産 22,166 21,776 △ 390 

平成 24 年 9 月期 

第 3 四半期累計 

純資産 5,504 5,207 △ 297 

 
 
 
 
 
 
 


